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第１章 はじめに 

１． 事業目的 

産業保安分野において事故・災害を未然に防止し公共の安全を確保するために

は、法令（電気事業法、ガス事業法、火薬類取締法、鉱山保安法等）の規定及びそ

れに基づく技術基準等について、科学技術の進歩及び改良を踏まえた見直しを行

うことが必要であるが、事業者が最新の科学技術を利用するなどして、より高度な

安全確保のための取り組みを自ら進んで行うよう促していくことも重要である。 

その一環として経済産業省産業保安グループでは、産業保安各分野において保

安活動を推進し、保安意識の高揚を図るとともに、広く国民の間に保安に関する認

識と理解を深め災害等の防止に資することを目的に経済産業大臣表彰を実施して

いる。 

本事業は、以下の２点が達成できることを目的として実施する。 

①  技術基準等の見直しに資するよう、表彰の機会を通じて、事業者の優れた 

取組に係る情報を収集・把握する。 

② 表彰の効果を活用し、事業者が自主的により優れた安全確保のための取組を

行うよう促す。 
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２． 事業内容 

主に、下記４つの表彰式に係る準備と実施を行う。 

 電気保安功労者経済産業大臣表彰 

 ガス保安功労者経済産業大臣表彰 

 全国鉱山保安表彰 

 火薬類保安経済産業大臣表彰 

  

準備 ① 推薦書の取りまとめ 

② 審査資料の作成 

③ 審査会の実施（電気のみ） 

④ 表彰式の準備 

・会場手配、下見、調整 

・表彰状の作成 

・パンフレットの印刷 

（鉱山・火薬のみプロフィールも） 

・受賞者への案内 

・進行、運営準備 

・必要備品の手配 等 

実施 ① 表彰式の運営 

② 写真の送付（鉱山のみ標識も送付） 

取りまとめ ① 審査方法及び審査基準の見直し 

② 報告書の作成 
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３． 事業スケジュール  

 

◆全体スケジュール 

 

 

（１） 電気保安功労者経済産業大臣表彰に係るスケジュール   
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（２） ガス保安功労者経済産業大臣表彰に係るスケジュール 

 

 

（３） 全国鉱山保安表彰に係るスケジュール 
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（４） 火薬類保安経済産業大臣表彰に係るスケジュール 
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第２章 大臣表彰準備と実施    

１． 電気 

（１） 上申書の取りまとめと審査会資料の作成 

10区の監督部等（５監督部、３支部、１監督署、１事務所）、ならびに澁澤委員会、日本

電気協会より提出された 42件の上申書を審査会の資料として取りまとめを行い、６月 24日

の審査会の運営を行った。審査会での審査により、今年度の大臣表彰は合計 42件となった。 

 
表１－１ 令和４年度 上申書数 

団体 工場等の部 3 

電気工事業者の営業所の部 6 

その他功労団体 3 

個人 主任技術者 8 

電気工事士 9 

電気保安関係永年勤続者 7 

その他の功労者 6 

 42 

 
＜審査会概要＞ 

開催日時：令和４年６月 24日 13:30～15:00 

開催場所：技保審室 

出席委員：技術総括・保安審議官、大臣官房審議官（産業保安担当）、電力安全課長、

製品安全課長、電気保安室長 

      

資    料： 

資料１：電気保安功労者経済産業大臣表彰制度について 

資料２：第 58 回電気保安功労者経済産業大臣表彰受賞候補者概要一覧表 

資料３：各候補者の「功績のポイント」及び「評点」 
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（２） 大臣表彰事前準備 

① 会場の手配 
会場については、仕様書に基づき手配し、下見を行った。また、会場担当者や

司会者と３回程度打合せを行い、準備を進めた。 
     

② パンフレットの作成 
受賞者が記載されたパンフレットを作成し、100部の印刷を行った。 

 
③ 表彰状の作成 

国立印刷局仕様の表彰状を手配し、毛筆筆耕により作成を行った。表彰筒を合

わせて用意した。 
 

④ 胸章の手配 
受賞者、令夫人、同行者、来賓、主催者の胸章について作成依頼を行った。 

 
⑤ 表彰式資料の作成 

受付名簿、席次、写真立ち位置、受賞者への説明資料、司会者ト書き、会場案

内図、スタッフタスク表、スタッフ配置表等の資料作成を行った。 
 

（３） 大臣表彰の開催 

第 58回電気保安功労者経済産業大臣表彰式は、大きなトラブルなく開催することが

できたが前年より参加者は多かった。今年度も新型コロナ感染症対策を講じて実施し

た。また、関係者向けオンライン配信をおこなった。 

開催日時 令和４年８月３日 13:30－15:00 

会  場 KKRホテル東京 瑞宝の間 

参会者数 受賞者 35名、令夫人７名、来賓５名、同行者 15名 

次  第     一. 開式の辞 

二．式  辞             

三．表彰状等の授与          

四．来賓祝辞 

五．受賞者代表謝辞 

六．閉式の辞 

 

（４） 終了後の業務 

① 欠席者へ表彰状の送付 

   表彰式へ参加できなかった受賞者に対して、表彰式終了後に表彰状を送付した。 
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② 写真の送付 
受賞者に対して、終了後に集合写真の送付を行った。 
 

③ 実施の振り返りと次年度への対策 
留意事項について整理を行い、経済産業省に報告を行った。一部表彰状に貼る

ふりがな表について改善を要する部分があったため、改善の上、次回開催時の留

意点として記録を残した。 
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２． ガス 

（１） 上申書の取りまとめと審査会資料の作成 

産業保安監督部と関係団体より提出された 19件の上申書について、審査会の資料と

して取りまとめを行った。審査会での審査により、今年度の大臣表彰は 19件であった。 

 

表２－１ 令和４年度 上申書数 

 一般ガス 簡易ガス 

ガス工事業者 2 0 

個人（ガス主任技術者） 3 3 

個人（ガス保安関係永年勤続者） 9 1 

個人／主任・永年以外 1 0 

団体／経年管対策 0 0 

計 15 4 

 
（２） 大臣表彰事前準備 

① 会場の手配 
会場については、仕様書に基づき手配し、下見を行った。また、会場担当者、

司会者等と３回程度打合せを行い、準備を進めた。適宜 WEB会議を活用した。 

 
② パンフレットの作成 

受賞者が記載されたパンフレット及び受賞者の功績資料を作成し、100 部の印

刷を行った。 
 

③ 表彰状の作成 
国立印刷局仕様の表彰状を手配し、毛筆筆耕により作成を行った。表彰筒を合

わせて用意した。 
 

④ 胸章の手配 
受賞者、令夫人、同行者、来賓、主催者の胸章について作成依頼を行った。 

 
⑤ 表彰式資料の作成 

受付名簿、席次、写真立ち位置、受賞者への説明資料、司会者ト書き、会場案

内図、スタッフタスク表、スタッフ配置表等の資料作成を行った。 
 
 
 



11 
 

（３） 大臣表彰の開催 

令和４年度ガス保安功労者経済産業大臣表彰式は大きなトラブルなく開催すること

ができた。 
開催日時 令和４年 11月 10日 16:00－17:00 

会  場 ＫＫＲホテル東京 10階 瑞宝の間 

参会者数 受賞者 19名、令夫人７名、来賓９名、同行者 14名 

次  第 一．開式の辞 

二．式  辞             

三．表彰状授与         

(1) 個人の部 

(2) ガス工事業者の部 

(3) 団体（経年管対策）の部 

四．来賓祝辞 

五．受賞者代表謝辞 

六．閉式の辞 

七．記念撮影 

 

（４） 終了後の業務 

① 記念写真の送付 
表彰式後に記念写真を受賞者へ送付した。 
 

② 実施の振り返りと次年度への対策 
実施メンバーと当日の振り返りを行った。特段のトラブルなく実施することが

できた。 
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３． 鉱山     

（１） 上申書の取りまとめと審査会資料の作成 

９地区の監督部より提出された 24件の上申書を下記の通り開催された審査会の資料とし

て取りまとめを行った。審査会での審査により、今年度の大臣表彰は合計 24 件となった。 

表３－１ 令和４年度 上申書数 

鉱山の部 3 

保安責任者の部 0 

保安従事者の部 20 

保安功労・貢献者の部 0 

特別功労・貢献者の部 1 

計 24 

 
（２） 大臣表彰事前準備 

① 会場の手配 
会場については、仕様書に基づき手配を行い、下見を行った。また、会場担当

者、司会者等と打合せを行い、準備を進めた。 
 

② 記念品の手配 
受賞者には徽章の記念品を贈るため、手配した。 
 

③ パンフレットの作成 
受賞者が記載されたパンフレット及び受賞者の功績資料を作成し、200 部の印

刷を行った。 
 

④ 表彰状の作成 
国立印刷局仕様の表彰状を手配し、毛筆筆耕により作成を行った。表彰筒を合

わせて用意した。 
 

⑤ 胸章の手配 
受賞者、来賓、主催者の胸章について作成依頼を行った。 

 
⑥ 表彰式資料の作成 

受付名簿、席次、写真立ち位置、受賞者への説明資料、司会者ト書き、会場案

内図、スタッフタスク表、スタッフ配置表等の資料作成を行った。 
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（３） 大臣表彰の開催 

令和４年度全国鉱山保安表彰式は、例年鉱山保安推進協議会会長表彰式と同日開催

しており、一部「鉱山保安推進協議会会長表彰式」、二部「全国鉱山保安表彰式」とし

て開催した。大きなトラブルなく開催することができた。 
開催日時 令和４年 10月４日 14:00－14:45 

会  場 ＫＫＲホテル東京 10階 瑞宝の間 

参会者数 受賞者 19名、令夫人７名、来賓９名、同行者 12名 

次  第 一．開式の辞 

二．式  辞             

三．表彰状等の授与          

(1) 鉱山の部 

(2) 保安従事者の部 

(3) 特別功労・貢献者の部 

四．来賓祝辞 

五．答  辞 

六．閉式の辞 

 
（４） 終了後の業務 

① 欠席者へ表彰状の送付 

   表彰式へ参加できなかった受賞者に対して、表彰式終了後に表彰状を送付した。 

 

② 標識、集合写真の送付 
鉱山の部の受賞鉱山へは標識を１年間貸し出すにあたり、表彰式後に送付を行

った。集合写真についても終了後受賞者へ送付を行った。 

 
③ 実施の振り返りと次年度への対策 

従事したメンバーより担当したエリアの気になる事項について整理を行った。 
鉱山保安推進協議会会長表彰と合同で行うため、連携する部分が多くあった。 
準備初めから打合せを行いメールのやり取りを頻繁に行ったことからうまく

連携して行うことができた。  
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４． 火薬     

（１） 上申書の取りまとめと審査会資料の作成 

７地区の監督部及び全火協より提出された 31件の上申書を下記の通り開催された審

査会の資料として取りまとめを行った。審査会での審査により、今年度の大臣表彰は合

計 21件となった。 

表４－１ 令和４年度 上申書数 

 上申書数 表彰対象者数 

保安功労者の部 20 10 

優良従事者の部 2 2 

優良事業所の部 9 9 

計 31 21 

 

（２） 大臣表彰事前準備 

① 会場の手配 
会場については、仕様書に基づき手配を行い、下見を行った。また、会場担当

者、司会者等と打合せを行い、準備を進めた。 
 

② 記念品の手配 
受賞者には徽章の記念品を贈るため、手配した。 
 

③ パンフレットの作成 
受賞者が記載されたパンフレット及び受賞者の功績資料を作成し、200 部の印

刷を行った。 
 

④ 表彰状の作成 
国立印刷局仕様の表彰状を手配し、毛筆筆耕により作成を行った。表彰筒を合

わせて用意した。 
 

⑤ 胸章の手配 
受賞者、令夫人、来賓、主催者の胸章について作成依頼を行った。 

 
⑥ 表彰式資料の作成 

受付名簿、席次、写真立ち位置、受賞者への説明資料、司会者ト書き、会場案

内図、スタッフタスク表、スタッフ配置表等の資料作成を行った。 
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（３） 大臣表彰の開催 

令和４年度火薬類保安経済産業大臣表彰式は大きなトラブルなく開催することがで

きた。今年度も例年の倍の面積の会場を準備してソーシャルディスタンスを確保する

など、新型コロナ感染症対策を講じて実施した。 
 

開催日時 令和４年 12月 14日 16:00－17:00 

会  場 アルカディア市ヶ谷 ３階 富士の間 

参会者数 受賞者 18名、令夫人２名、来賓３名、同行者 12名 

次  第 一．開式の辞 

二．式  辞             

三．表彰状授与         

(1) 保安功労者 

(2) 優良従事者 

(3) 優良事業所 

四．来賓祝辞 

五．答辞 

六．閉式の辞 

 

 
（４） 終了後の業務 

① 欠席者へ表彰状の送付 

   表彰式へ参加できなかった受賞者に対して、表彰式終了後に表彰状を送付した。 

 

② 集合写真の送付 
表彰式後に集合写真を受賞者へ送付を行った。 

 
③ 実施の振り返りと次年度への対策 

実施メンバーと当日の振り返りを行った。公益社団法人全国火薬類保安協会会

長表彰式との合同開催であったため、準備及び開催時に連携して実施する必要が

あった。大きなトラブルはなかったが、実施方法の統一や情報の共有、資料修正

の連携など調整する部分が多かった。 
準備初めから打合せを行いメールのやり取りを頻繁に行ったことからうまく

連携して行うことができた。 
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第３章 事業のとりまとめ    

表彰式の準備、運営については長年蓄積されたマニュアル、資料に基づき問題なく実施す

ることができた。近年新型コロナ感染症の影響により当日の参加については欠席とされる

受賞者が多かったが、今年度は概ね参加となった。 

随行者、関係者の参加については一定の調整を行ったものの感染対策を継続しながら４

つの表彰式を滞りなく開催することができた。 

本章においては電気、ガス、鉱山、火薬の４つの表彰式関連業務の実施を踏まえ、各分野

における表彰制度の在り方や選考基準等の改善点等を整理し提言を行う。 

審査方法及び審査基準について、保安に対し功績のある者を表彰できているか、今後どの

ような者を表彰することで、業界全体の保安レベルの底上げにつながるかという観点で整

理した。 

 

１． 電気  

（１） 審査方法及び審査基準の見直し 

 審査基準は令和３年に見直しがされており、表彰受賞歴の評価方法、災害復旧対応等

の表彰に係る監督部からの上申方法、同じく災害復旧対応等の受賞団体の単位につい

て改定を行っている。基準の評価に当たっては概ね重要事項が網羅されており大幅な

修正を必要とする状況ではなかった。 
一方で、監督部からは、判断に迷う審査項目があるとの意見があった。 また、審査

会においては、評価の根拠となる実績内容の記載の多寡について監督部間でばらつき

があるため、評価自体の根拠としての基準は満たすものの、表彰候補者の人物像を描き

づらい場合があるとの意見があった。 
今後の改善点としては、各審査項目の判断基準にかかる補足説明を追加すること、上

申書の記載に当たっては評価の根拠となる実績内容を詳細に記載することなどが挙げ

られる。 
 
（２） 保安表彰者の選定について 

監督部等から上申される表彰候補者について、保安に対して功績がある方を表彰さ

れているか確認した。 
各監督部は、関係協会や委員会等に対して表彰候補者推薦を依頼する。各委員会等に

おいては、関係団体に対して推薦を依頼して候補者の募集を行い、推薦の挙がった候補

者を取りまとめて監督部に提出する。監督部は推薦のあった候補者の審査を行い、上申

者を選定している。 
 推薦者数については、地域や年度によりばらつきがあるものの、ほぼ枠数上限に近い。

審査会においては、推薦候補者数に対して推薦枠が少ないことを懸念する意見が挙げ
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られた。一方で、監督部からは推薦できる候補者数が減ってきているとの意見が挙げら

れた。 
 今後の課題としては、各監督部、ならびに監督部からの依頼を受けて候補者を選定す

る各関係団体に対して候補者選定過程の実情を把握する調査を実施した上で、必要に

応じて枠数や審査基準、配点などの再検討が考えられる。 
 

（３） 今後期待される保安表彰者 

今後の業界を牽引して時代の育成を担う人材として、審査会で、永年勤続者部門以外

の部門においては、現在の表彰者の中心年代よりも若い 50代前後を表彰すべきではな

いかという意見があった。また、若手の功績を評価するための評価基準として、年齢の

上限の設定や若い人に有利に働く評価項目の追加などの提案があった。さらに、今後女

性の推薦者が増えることに期待する意見があったほか、その他団体の部門において表

彰を受けた団体における女性の活躍状況を評価する声もあった。 
監督部からは、これまで候補者推薦を呼び掛けてきた電気関係団体以外にも、保安法

人や各種メーカー、高圧ガスを扱うコンビナート事業者等の団体も対象としてはどう

かという意見があった。また、最先端の保安体制を構築している者を評価する、特に功

績のある者を最優秀者として表彰するなどの提案があった。 
以上の提言は、対象者数の推計や想定される対象の業務内容などの調査を前提とし

たうえで、今後の検討事項になりうると思われる。 
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２． ガス 

（１） 審査方法及び審査基準の見直し 

審査基準は長年事業継続を行う中で決められたものであり、評価に当たっては概ね

重要事項が網羅されており大幅な修正を必要とする状況ではなかった。 

一方で、監督部に提出された審査調書を確認すると「ガス保安に関する改善、研究、

考案、発明等の有無」や「官公庁又は団体等のガス保安関係の委員会の委員としての実

績の有無」などにおいて具体的な記述に乏しく審査基準を満たしているか判断に迷う

審査調書が散見される。 

このような調書については、監督部より提出者に確認し再提出を求めているが、記入

欄については具体的な例示等を提示することで記載の不備等を回避することが可能に

なると推察される。 

 
（２） 保安表彰者の選定について 

大臣表彰候補者については監督部からの上申をもとに審査会にて選定を行っている。 

他者との比較により保安表彰者を採点する項目（例えば「他者より良い」は A評価。

「他者と同等」は B評価）については、申請者が少数の場合に他社との比較が難しいと

いった意見が挙げられた。 

推薦者が１名となった場合は、監督部において前回の大臣表彰受賞者と比較し採点

している。 

採点者の主観や前年度の保安表彰者の実績との比較によって評価することは曖昧な

採点に繋がることから、明確な基準を設けることについて将来的に検討することが必

要と考える。 

 
（３） 今後期待される保安表彰者 

表彰部門としては「ガス製造・ガス供給事業者」「ガス小売事業者」「ガス工事業者」

「個人」「団体」が設けられているが、今年度は「ガス製造・ガス供給事業者」「ガス小

売事業者」「団体」については申請件数がゼロとなった。 

「個人」の場合は保安関係に従事した期間が評価される一方で、事業者や団体の評価

については、ガスの保安に顕著な功績など評点が取りにくい審査基準が設定されてい

ることも申請者が少数になる傾向にあることに影響していることから、推薦を受けや

すくする審査基準の見直しや推薦団体への PRなどを改めて実施することが重要だと考

えられる。 

 
 
  



19 
 

３． 鉱山    

（１） 審査方法及び審査基準の見直し 

審査基準は長年事業継続を行う中で決められたものであり、評価に当たっては概ね

重要事項が網羅されており大幅な修正を必要とする状況ではなかった。 

選考基準は明確で評価者によるブレは起こりにくい。経験年数や無災害期間以外の

評価項目は「はい・いいえ」の選択で評価がしやすい。根拠資料については上申を行う

監督部にて確認を行っているが、記載内容の具体性にバラつきが見受けられる点が挙

げられる。 

例えば、研修会の開催を実績として記載する上申書の場合、研修会の内容、対象者、

実施方法等詳細に記載している上申書もあれば、研修会の実施と内容のみを記載して

いる上申書もあった。記載フォーマットについては既に共通の用紙を提供しているが、

記載内容の精度についても例示等を介して提示することも検討したい。 

 

（２） 保安表彰者の選定について 

 現在大臣表彰候補者については監督部からの上申をもとに審査会にて選定を行って

いる。保安に対して功績がある方を表彰することができているか現在の選定方法を整

理し現状を確認した。監督部は、管轄鉱山及び関係業界に対して表彰候補者推薦の周知

を行い募集し監督部にて審査を行い、上申者を選定している。 

 地域や年度により推薦者数のばらつきがあり例年同じ地域というわけではないが、

監督部ごとに決まっている上限数に達している地域と、満たない地域があり、全体とし

ては上限数を下回る傾向にある（上限数 30 件に対して令和３年度 21 件、令和４件度

24件）。 

 推薦書を提出する企業の傾向について推薦書を取りまとめる監督部に聞き取りを行

ったところ、中小企業は推薦書への記載に対しての不慣れもありなかなか上がってこ

ないことがあることが分かった。 

 また、表彰実績においても中小企業の場合自社表彰やグループ会社による表彰がな

く評点が取りにくいことも影響している。 

 監督部では立入検査時に表彰制度の周知・広報活動を行うと共に、表彰対象者となる

ものがいないかといった情報収集を行っている。また、推薦書の記載に慣れない中小企

業に対して作成支援等も行っているものの、すべての地域で同様の支援を行っている

とは言えず監督部により状況は違っている。 

大臣表彰の推薦者については、監督部取り組みに係る部分もあるが、周知・情報収集・

支援を行い、保安に対して功績がある方を表彰候補者として選定している。 

地域で活躍される方の情報は、現地訪問や講習会、関係者が集まる会議等での収集が

必要である。また、推薦書の書き方が不慣れであることで実績が正しく伝えられていな

い中小企業も存在することから申請支援により本来候補者になるべく候補者を挙げる
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ことができると予想される。 

  

（３） 今後期待される保安表彰者 

今後どのような者を表彰することで、業界全体の保安レベルの底上げにつながるか

を検討するにあたり関係者（監督部等）に聞き取りをおこなった。 
若手の従事者を表彰することで、現場で中心となって保安に携わっている当事者の

やる気に結びつくのではないかという意見が出された。現在の評価方法は、経験年数・

無災害期間に対する評価割合が高いことから経験年数が長い熟年層が表彰者となる傾

向がある。部門によっては経験年数の割合を調整し、保安技術や改善活動といった点を

重視する評価を行うことで若手の従事者が候補者とすることができる。 
その他、今後は地域の防災活動に取り組む方にも重点を置きたい、鉱害対応に対する

実績を評価されての受賞者が現在少ないことから、鉱害対応を行う従事者の情報につ

いても把握し候補者としたいとする考えもあった。鉱山において鉱害対策は重要事項

であり他の参考となる活動について表彰することで従事者の意欲へと結び付けること

ができる。 
公平に評価することとの難しさはあるものの、若手を含め幅広く保安業務に係る方

を表彰することで関係者の保安業務に対する意識の向上、やる気につながると考える。 
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４． 火薬    

（１） 審査方法及び審査基準の見直し 

選考基準、審査基準は長年事業継続を行う中で決められたものであり、評価に当たっては

概ね重要事項が網羅されており大幅な修正を必要とする状況ではなかった。 
 ただし、上申書に記載されている事項の根拠となる事実に係る証憑の様式、分量、記載方

法については各監督部によりばらつきがあり確認が必要となった。 
選考基準並びに審査基準に沿って上申書が記載され評価されているかを各表彰の区分ご

とに整理を行い、評価のずれや誤りがないかを精査した。 
表彰の対象は、保安功労者、優良従事者、優良事業所とし、表彰数は原則としてそれぞれ

10 件以内となっていることから表彰対象の部門ごとの上申者の偏りにより上申数は多いも

のの受賞者数は上限数を下回る状況となっている。 
 例年保安功労者の上申数が多いことから、表彰対象の部門ごとに割り振られている上限

数について状況に応じて調整できるとより評価すべき人の受賞も可能となる。 
 

（２） 保安表彰者の選定について 

保安表彰者の推薦については、監督部より都道府県知事及び指定都市の長に通知し、保安

功労者、優良従事者及び優良事業所の各々について表彰候補者２件以内を推薦することと

なっている。また、監督部においても上記同様の推薦が行える。 

その他公益社団法人全国火薬類保安協会も保安功労者について候補者２件以内を推薦す

ることとなっている。 

監督部において、都道府県からの推薦と、管轄内企業分の推薦を取りまとめて上申してい

ることから現状どういった方を上申し、情報収集を行っているのか確認した。 

監督部管轄の企業は数社と少なく、都道府県管轄の企業が多い状況ではあるものの、監督

部によっては数年に渡り都道府県から推薦が上がってきていない状況であることが分かっ

た。 

考えられる要因として、都道府県の担当者が２年程度で異動となる事から、２年に一度の

表彰において本表彰の推薦方法の対応が引き継がれていない可能性がある。一方都道府県

からの推薦のみとなっている監督部もあり、都道府県推薦の対象者との接点は監督部には

ないことが分かった。 

監督部、都道府県と管轄企業が違うことから相互の情報共有が進まず、それぞれ個々の対

応となっている。推薦にて挙げられている候補者以外の表彰に値するものを取り上げるに

は企業情報、保安従事者情報を収集すると共に都道府県と監督部との連携が必要であると

考える。 

 

（３） 今後期待される保安表彰者 

 現在の表彰の対象は、保安功労者、優良従事者、優良事業所であるが、優良従事者につい
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ては社会貢献に対する評価が高く、地域活動実績や業界での表彰、委員会活動などが重要と

なってくる。実際には上記に該当する方が少なく上申数が伸びない。保安功労者と優良従事

者の上限が同数となっており、保安功労者については上申者のうち半数近くが表彰されて

いないことから状況に応じてそれぞれの上限数を見直すことで、保安功労者として保安活

動に貢献されている方を表彰することができるのはないか。 
日頃の保安活動を中心として評価できる保安功労者を評価することで、業界関係者も自

分も評価される可能性があるとより保安活動に対して積極的に取り組んでいただくことに

つながるのではないかと考える。 
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